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厚生労働科学研究費補助金(22JA1003) 
令和 5年度 分担研究報告書 

 

特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発 

に関する事業場における課題と今後の展望 

 
研究分担者 塩田 直樹  産業医科大学・医学部・非常勤助教 

 
研究要旨 
特殊健康診断（以下、特殊健診と略）の健診項目のひとつである有害物質や有害要因への個人曝露情報
（作業時間、作業頻度、保護具に関する情報や作業環境測定結果含む）は、特殊健診の実施の要否判定に
用いられるのみならず、その結果において何らかの異常な所見が確認された際、その所見が業務に起因
するものかどうかを判定する重要な情報となる。中でもがん原生物質等への個人暴露情報等に関しては、
転職等による所属先の変更や、異なる業務に従事する状況が生じたとしても、過去従事者としての特殊
健診が継続される等、長期的データ保存を含む経時的記録方法が重要であるが、全ての労働者と事業所
が容易に用いる事が出来る仕組みがない事が現状の最大の課題である。また、取得した情報の取り扱い
に関しては労働者本人のプライバシーへの配慮のみならず、取り扱い物質に関する企業情報としての機
密性・セキュリティの担保という視点も踏まえた検討が求められる。 
令和５年年度は、特殊健診の健診項目のひとつである有害物質や有害要因への個人曝露情報（作業時

間、作業頻度、保護具に関する情報や作業環境測定結果含む）のデータ入力標準化およびデータ利活用ツ
ールを開発し、事業所における介入実装実験を開始した。また、特殊健診対象作業場において、ウエアラ
ブルデバイス等の活用により簡便かつ正確な個人曝露情報が把握可能か、またその情報が個人記録とし
て利活用可能か否かについて検討し、ツールを開発し、事業所における介入実装実験を開始した。 
令和６年度は、開発したツールを用いて複数の事業所等における介入実装実験を実施するとともに医

療機関や企業外健診機関間との情報ネットワークを構築し運用する上での課題の検証を行い、可能な範
囲で介入実装実験を行う予定である。 
 
A．研究目的 
特殊健康診断（以下、特殊健診と略）の健診項目

のひとつである有害物質や有害要因への個人曝露
情報（作業時間、作業頻度、保護具に関する情報や
作業環境測定結果含む）は、特殊健診の実施の要
否判定に用いられるのみならず、その結果におい
て何らかの異常な所見が確認された際、その所見
が業務に起因するものかどうかを判定する重要な
情報となる。中でもがん原生物質等への個人暴露

情報等に関しては、転職等による所属先の変更や、
異なる業務に従事する状況が生じたとしても、過
去従事者としての特殊健診が継続される等、長期
的データ保存を含む経時的記録方法が重要である
が、全ての労働者と事業所が容易に用いる事が出
来る仕組みがない事が現状の最大の課題である。
また、取得した情報の取り扱いに関しては労働者
本人のプライバシーへの配慮のみならず、取り扱
い物質に関する企業情報としての機密性・セキュ
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リティの担保という視点も踏まえた検討が求めら
れる。 
特殊健診等のデータ入力標準化およびデータ利

活用ツールの開発は、特殊健診データの信頼性の
向上に寄与し、特殊健診対象物質への個人暴露状
況の客観的把握、かつ、データの長期間保存と経
時解釈を通じた不適切な職場環境の改善及び健康
障害発生時の業務起因性の判定等に利活用しうる
特殊健診データ管理と事後措置体制の場面（有害
物質や有害要因への個人曝露の低減措置等）が新
たに創出される事が期待される。 
令和 5 年度においては、研究計画（図１）に基

づき、より実効的な産業保健サービスの定着と産
業保健活動の充実を図ることを目的に以下３点、
Ⅰ）令和 4 年度に調査した作業歴の活用実態、特
に情報入力および蓄積、保存の実態を踏まえた中
小企業にも提供可能な特殊健診電子 PHR・システ
ムを開発し、事業所において介入実装実験を実施、
Ⅱ）特殊健診対象作業場において、ウエアラブル
デバイス等の活用により簡便かつ正確な個人曝露
情報が把握可能か、またその情報が個人記録とし
て利活用可能か否かについての検討、Ⅲ）令和 6年
度に向け、事業所・労働者・産業保健スタッフ間の
みならず医療機関や企業外健診機関間との情報ネ
ットワークを構築し運用する上での課題の検証、
を行う。 
 
B．研究方法 
Ⅰ）特殊健診電子 PHR・システムを用いた事業
場における介入実装実験について（納品物➀） 
労働衛生管理関連の報告書や記録類は、該当す

る労働安全衛生法令（以下、法令と略）で細かく
様式や保存期限等が定められている。法令におい
ては報告書や記録類の基本は紙媒体であるが、近
年、電磁的記録も認めている。労働衛生関係にお
ける電磁的記録化を行なう上で満たすべき法令要
求事項を明らかにし、分担研究者の所属事業所を
対象に特殊健診対象作業場における特殊健診電子

PHR・システムをデザインし制作し、個人曝露情
報の実効的なデータ保存方法に関する介入実証実
験を行う。今回開発する労働安全衛生 3管理シス
テムは以下の構成で構築する。各システムの位置
づけを図 2に示す。 

 
①健康管理システム：  
②作業管理システム： 
③作業環境管理システム： 
 
システム全体の要件設定は以下の通りとする。 
 
➀健康管理システムは、既存の当社システムを
そのまま継続利用とする。 

②作業管理システムは、これまでも使用してい
た工場向け作業管理システムを「労働安全衛
生法施行令の一部を改正する政令（令和４年
政令第 51号）」や「労働安全衛生規則等の一
部を改正する省令（令和 4年厚生労働省令第
91号）」の要求に準拠させ、さらに化学物質
以外の騒音や電離放射線などの化学物質同様
に作業管理が必要な作業を追加で記録できる
ようにした『新作業管理システム』を 2023
年度中に改修する。 

③作業環境管理システムは、これまで紙報告書
で扱ってきた環境測定結果報告書を電子デー
タ化してファイルサーバに移転する。 

 
Ⅱ）ウエアラブルデバイス等の活用による簡便か
つ正確な個人曝露情報の把握および個人記録とし
ての利活用についての検討（納品物➁、③、④） 
 特殊健診対象作業場従事者やその職制（化学物
質取扱従事者、騒音環境での作業従事者、電離放
射線作業従事者などの特殊健診の対象となる自社
の業務従事者や派遣など自社の管理下で同業務を
行なう協力会社の従業員ら）、化学物質管理者、
保護具着用管理責任者（作業従事者や職制に労働
安全衛生向上の立場で労働安全衛生上の具体的な
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指示を行なう責務を負う責任者ら）、労働安全管
理関係者（工場等の労働安全管理全体を運営、維
持管理する関係者ら）が共に活用できる作業記録
システムとなるよう入力オプション設定等(図３)
を行う。 
 
入力オプション設定の目的や狙い 
① 化学物質取扱従事者、騒音環境での作業従事
者、電離放射線作業従事者などが従事する定
型作業の従事記録を迅速、容易、正確に入力
でき、法定の従事記録作業の日々の負担を極
めて小さくする。 

② 現状の作業記録システムの運用で散見される
従事記録を部署の管理者や入力担当者に一任
して入力作業させることを廃止する。（※法
律上は記録者に指定はないが、自身の健康に
関わる情報記録は自己責任で記録とし、代理
入力者による過小記録等の改ざん予防を意図
する。） 

③ 市販品の汎用的な QRコードリーダや RFID
タグリーダを USBプラグインや Bluetooth
接続で使える標準的なプロトコルで接続し、
作業記録管理システムのアドオンツールとし
て利用する。 

④ QRコードリーダや RFIDタグリーダは、導
入コスト、性能、耐久性、信頼性を考慮し、
作業記録管理システムの動作保証できたもの
を推奨品として入力オプション利用者に提示
する。 

⑤ RFIDタグリーダは、設置時に電波法の申請
手続き不要の電波出力を抑えた特定小電力タ
イプから選定する。 

 
Ⅲ）事業所・労働者・産業保健スタッフ間のみな 
らず医療機関や企業外健診機関間との情報ネット 
ワーク構築および運用上の課題の検証（参考資料 
➀） 
 労働安全衛生法では、化学物質を取り扱う事業
者に、化学物質を取り扱う労働者の作業記録（作

業時間、作業頻度、保護具に関する情報等）や作業
場所の作業環境測定結果および個人のばく露情報、
特殊健康診断結果等々を長期間保存する事を課し
ている。保存された情報は、産業保健専門職（産業
医、産業保健看護職、産業衛生技術職等）が特殊健
診の実施の要否判定を行う際に用いるのみならず、
その結果において何らかの異常な所見が確認され
た際、その所見が業務に起因するものかどうかを
判定する重要な情報として用いられる。 
 令和 6年度に向け、今回開発する労働安全衛生
3管理システムで長期保存した情報の利活用場面
を具体的に想定し、事業所・労働者・産業保健ス
タッフ間のみならず医療機関や企業外健診機関間
との情報ネットワークを構築し運用する上での課
題の検証を行う。 
 
C、D．研究結果および考察 
令和 4 年度の研究結果では、特殊健診対象作業
現場の課題として、全ての労働者一人一人が取り
扱った化学物質等の種類と量の正確な作業記録を
データとして入力および蓄積・保存する事が非常
に困難な状況にある事を確認した。この課題に対
し、分担研究者の所属先現場で用いられているシ
ステムを改良し、本人および職制に加え、化学物
質管理者や保護具着用管理責任者も、全ての労働
者一人一人が取り扱った化学物質等のデータを確
認できる新たなシステムを開発し、下記Ⅰ）～Ⅲ）
に関する介入実装実験を実施した。 
 
Ⅰ）特殊健診電子 PHR・システムを用いた事業
場における介入実装実験について（納品物➀） 
 労働衛生関係の報告書や記録類に関する法令調
査を行い、電磁的記録化を行う上で満たすべき法
的要求事項を明確にした。 
 電磁的記録に関する労働安全衛生法令としては、
平成１６年に施行された「民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信技術の利用に関する
法律（平成１６年法律第１４９号）」に基づき、平
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成１７年に「厚生労働省の所管する法令の規程に
基づく民間業者が行う書面の保存等における情報
通信技術の利用に関する省令について（基発第
0331014号）」が発出されており、これらの法的要
求事項を技術的に満たす電磁的記録のシステム設
計は十分に可能であると考え、特に数十年に及ぶ
記録の保存や運用を考慮した全体のシステム設計
を行った。 
 なお、電磁的記録化後の紙媒体の報告書や記録
類の運用に関しての規定は特定する事が出来てお
らず、労働基準監督署の臨検等では保存文書の閲
覧、提出等が必要な場合に直ちに必要事項が明ら
かになり、写しを提出しうること、が求められる
事から、電磁的記録化のシステムが完成した際に
労働基準監督署の担当者立ち合いの下でディスプ
レイ一閲覧や印刷状態を実際に供覧し、紙媒体保
存の要否を改めて相談し、労働基準監督署の了解
を得て電磁的記録化したものから紙媒体の逐次保
存廃止する必要があると考える。 
 
Ⅱ）ウエアラブルデバイス等の活用による簡便か
つ正確な個人曝露情報の把握および個人記録とし
ての利活用についての検討（納品物➁、③、④） 
 労働衛生 3 管理（作業管理、作業環境管理、健
康管理）に総括管理、労働衛生教育を加えた 5 管
理の関連性と定義を整理し、作業記録管理システ
ムの要件定義（システムユーザー設定（産業保健
専門職（産業医、産業保健看護職、産業衛生技術
職、作業従事者（自社の業務従事者のみならず自
社の管理下で同業務を行業務従事者含む）および
その職制、化学物質管理者、保護具着用責任者）、
システム全体コンセプト）を行い、分担研究者の
所属事業所を対象に特殊健診対象作業場における
特殊健診電子 PHR・システムをデザインし制作し、
個人曝露情報の実効的なデータ保存方法に関する
介入実証実験を開始した。 
 また、作業記録項目増に対応して日々の記録入
力負荷を下げる目的で入力オプションシステムの

要件定義（システムユーザー設定（作業従事者（自
社の業務従事者のみならず自社の管理下で同業務
を行業務従事者含む）およびその職制、化学物質
管理者、保護具着用責任者、労働安全衛生管理関
係者）、作業記録管理システムと入力オプションシ
ステムの関係、入力オプションの基本設計コンセ
プト（バーコードやQRコード利用、PFIDタグ））
を行い、分担研究者の所属事業所を対象に特殊健
診対象作業場における介入実証実験を開始した。 
 なお、労働安全衛生法令の改正に伴い、化学物
質を取り扱う事業者は、化学物質等を取り扱う業
務に労働者を従事させる際、より安全な化学物質
への代替や有害物質や有害要因への個人暴露を最
小化させるための設備対策の強化など本質的安全
対策が求められ、それらが不可能な場合に適切な
保護具を着用させ、有害物質や有害要因への個人
曝露を低減させる義務を負っている。ところが、
保護具の選定が極めて重要ながら有識者であって
も適切な保護具選定は容易ではない。これらの課
題に対応するべく、保護具のカタログをみながら
漠然と選んでいた保護具を、化学物質の透過時間
や実際に耳が暴露される騒音音圧を具体的に確認
しながらリスクアセスメントを労働者自ら行う事
が重要であると考え UBE オリジナルの保護具選
択アシストツール（未知の化学物質の拡散係数を
既知の化学物質の拡散係数から数理モデルを用い
て算出し保護具の推定使用可能時間を導出する機
能や、作業場の具体的な透過騒音値やオクターブ
バンドの各周波数帯の騒音値を用いて遮音性能不
足やオーバープロテクションを自動判定する機能
等を活用し適切な保護具の選定を支援し運用、記
録する機能等を含む）を開発し、使い勝手の検証
までを終了した。令和 6年度に分担研究者の所属
事業所を対象に特殊健診対象作業場における介入
実証実験を開始する予定である。 
 
Ⅲ）事業所・労働者・産業保健スタッフ間のみな 
らず医療機関や企業外健診機関間との情報ネット 
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ワーク構築および運用上の課題の検証（参考資料 
➀） 
 特殊健診個人票、作業記録報告書、作業環境測
定結果報告書を記録、管理するコンピュータシス
テムが対応せねばならない制約や諸条件を調査、
考察し、考慮したシステムの基本構成を図 4 に示
す。この実現には劣化のないデジタルデータ保存
であってもハードであるコンピュータシステムや
データベースに使用する Operating System(OS)
やソフトウェアの寿命や定期更新までを考慮し、
総合的なシステムを設計しておく必要がある。特
に文書類をデジタル化したファイルは使用するソ
フトウェアに強く依存する。この場合、使用して
いるソフトウェアのサポート終了などがあると、
そのファイルデータ自体に異常や欠損がなくても
ファイル自体を展開できなくなるおそれがある。
したがって、恒久的に残す必要があるファイルは
特定のソフトウェアに強く依存しない長期保存に
適した汎用的なフォーマットでの保存が望ましい
と考える。 
作業記録と作業環境測定結果を電磁的記録化し

た際の具体的な活用イメージを図 5 に示す。これ
らの情報の主な利活用場面は、本人や産業保健専
門職（産業医、産業保健看護職、産業衛生技術職）
が特殊健診の実施の要否判定を行う際に用いる場
面や、その結果において何らかの異常な所見が確
認された際、その所見が業務に起因するものかど
うかを判定する重要な情報として用いる場面であ
るが、取扱い化学物質名や含有量などの情報も併
記されており、特殊健診対象作業場従事者が自社
の研究開発や製品を取扱う業務の場合であれば、
不正競争防止法の営業秘密情報に該当する場合が
ある。我が国においては、労働安全衛生法令によ
る労働者の健康障害対策が先行しているが、健康
診断個人票や作業記録報告書、作業環境測定結果
報告書への記載内容は、不正競争防止法の営業秘
密情報に該当する内容を含む場合があり、他の営
業秘密情報同様に社内では取り扱う必要があると

考える。 
 

E．結論 
令和５年年度は、特殊健診の健診項目のひとつ
である有害物質や有害要因への個人曝露情報（作
業時間、作業頻度、保護具に関する情報や作業環
境測定結果含む）のデータ入力標準化およびデー
タ利活用ツールを開発し、事業所における介入実
装実験を開始した。また、特殊健診対象作業場に
おいて、ウエアラブルデバイス等の活用により簡
便かつ正確な個人曝露情報が把握可能か、またそ
の情報が個人記録として利活用可能か否かについ
て検討し、ツールを開発し、事業所における介入
実装実験を開始した。 
令和６年度は、開発したツールを用いて複数の
事業所等における介入実装実験を実施するととも
に医療機関や企業外健診機関間との情報ネットワ
ークを構築し運用する上での課題の検証を行い、
可能な範囲で介入実装実験を行う予定である。 
 
F．研究発表 
 特記なし 
 
G. 知的所有権の取得助教 
1. 特許取得 
 なし 
 
2. 実用新案登録 
 なし 
 
3. その他 
 なし 
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図 2 作業記録管理システムの全体システム構成 

図 1 研究計画（令和 4年度から令和６年度） 
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 図 4 

図 3 新作業記録システムと入力オプションの構成（案） 

入力オプションシステム 

機器はユーザ準備 

ユーザ準備 
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安全衛生労働管理関係の電磁的記録化に関する法令調査 

Investigation of laws and regulations regarding electromagnetic recording 

related to safety, health, and labor management. 

ＵＢＥ株式会社 生産・技術本部 

技術開発部 デジタル技術グループ 古屋敷啓一郎 

 
労働衛生管理関連の報告書や記録類は、該当する法令で細かく様式や保存期限等が定められている。法令においては報

告書や記録類の基本は紙媒体であるが、近年、電磁的記録も認めている。また 2017 年施行の改正個人情報保護法で健康

診断情報は「要配慮個人情報」に該当するが、労働安全衛生法が要求する健康診断記録などは同法の適用外とされ、本人の

同意は不要である。本報では労働衛生関係のうち、報告書や記録類の電磁的記録化を行なう上で満たすべき要求事項を明

確にする。調査した結果、労働衛生管理関連の報告書や記録類の電磁的記録化は 2024 年時点で広く常用されているデジ

タル技術を活用すれば十分に実現可能である。なお電磁的記録化後の紙媒体の報告書や記録類の保存要否については別

途所轄の労働基準監督署に相談する必要がある。 

1. 緒言 

労働衛生管理に関しては各種法令で細かく規

定が定められ、保存年限を定めた保存義務を課

せられた報告書や記録も多い。ここでは労働衛

生 3 管理と呼ばれる「健康診断結果」、「作業環

境測定結果」、「作業記録」の電磁的記録化を

行なう上での要求事項や法令根拠を明確にする。 

2. 労働衛生管理の文書保存に関する法的要

求 

2.1. 特定化学物質障害予防規則 

2.1.1. 健康診断の結果 

第 40 条 (健康診断の結果の記録) で当該

労働者が受けた健康診断を含む「特定化学物

質健康診断」の結果に基づき、特定化学物質健

康診断個人票を作成し、これを 5 年間保存しな

ければならない。また事業者は、特定化学物質健

康診断個⼈票のうち、特別管理物質を製造し、ま

たは取り扱う業務（クロム酸等を取り扱う業務に

あっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場

においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。）に

常時従事し、または従事した労働者に係る特定

化学物質健康診断個⼈票については、これを30

年間保存するものとする。 

保存期間の算定は、各個⼈ごとに当該事業場

において特別管理物質に係る業務に常時従事す

ることとなった日から起算する（図1のルール①）。

なお当該事業場において当該業務に常時従事

することとなった日から 30 年間を経た労働者に

ついても 5 年間は健康診断個⼈票を保存しなけ

ればならない（図 1 のルール②）。 

ここで特定化学物質障害予防規則の第３９条

第 2 項「常時従事させたことのある労働者で、現

に使用しているもの」とは、社内でこれまでに常

時従事したことのある労働者をさし、現在も雇用

している労働者に対しては配置転換後も退職す

るまで特殊健康診断を実施しなければならない。

図 1 に特別管理物質の健康診断結果の保存義

務期間を示す。 [1] [2] 

高等学校を卒業して 18 歳で入社し、改正高

年齢者雇用安定法が目標にしている 70 歳まで

図 1 特別管理物質の健康診断結果 [2] 

納品物① 
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の雇用 [3]を想定すると退職は 52 年後になる。

仮に途中で取扱いがなくなっても 30 年後の 48

歳になるまではルール①により事業者は健康診

断結果を保存する義務がある。 

また特別管理物質に関する特殊健康診断は

退職時の 70 歳まで特殊健康診断が継続され、

それら各年度実施の特殊健康診断結果は、ルー

ル②により事業者は健康診断結果を5年間保存

する義務がある。最終的には退職直前の 69 歳

あるいは 70 歳で受ける特殊健康診断が最後と

なり、それもルール②で 5 年間の保存義務を負う

ので開始から計算すると実質 57 年間の保存義

務になる。 

なお特別管理物質を扱い始めた初期の健康

診断結果で 30 年経過したものは破棄しても法

的には問題ないが、愛知労働局のリーフレットに

は「このリーフレットに示した保存期間は、法令で

義務付けられる最低の期間です。これを上回る

期間保存しても差し支えありません。」と付記され

ている。 

したがって、特定化学物質障害予防規則の特

別管理物質に該当する化学物質は、最長 57 年

の保存義務を負っているとすべきであろう。特定

化学物質障害予防規則では、第 40 条（健康診

断の結果の記録）から「特定化学物質健康診断

個人票」(様式第二号)の長期保存が求められて

いる。 

2.1.2. 作業環境測定結果や作業記録 

作業環境測定結果の保存期間は、労働安全

衛生法とその関連規則に作業環境測定の頻度

と保存期間が定められている。その一覧を表 1

に示す。短いもので 3 年、長いものは特別管理

物質の一部が 30 年、石綿が 40 年になる。また

愛知労働局のリーフレットによると作業環境測定

記録と作業記録を健康診断結果である「特定

化学物質健康診断個人票」と対にしての保存に

留意としている。 [2] 

特定化学物質障害予防規則では、第 36 条

（測定及びその記録）では、記録事項の指定が

され、それらは、１ 測定日時、 2 測定方法、 3 

測定箇所、 4 測定条件、 5 測定結果、 6 測

定を実施した者の氏名、7 測定結果に基づいて

当該物質による労働者の健康障害の予防措置

を講じたときは当該措置の概要、となる。 

また第 38 条の 4（作業の記録）では、事業者

は、特別管理物質を製造し、⼜は取り扱う作業場

において常時作業に従事する労働者について、

一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、

これを 30 年間保存しなければならない。1 労働

者の氏名、2 従事した作業の概要及び当該作

業に従事した期間、3 特別管理物質により著し

く汚染される事態が生じたときは、その概要及び

事業者が講じた応急の措置の概要、とされる。 

2.2. 石綿障害予防規則 [2] 

石綿障害予防規則も特定化学物質障害予防

規則に概ね同じ要求になっている。第 41 条（健

康診断の結果の記録）、第 36 条（測定及びそ

の記録）、第 35 条（作業の記録）で規定される。

石綿の場合は、業務に従事しなくなった日から

40 年間の保存義務になる。 

 

仮に高等学校を卒業して 18 歳で 2024 年

度春に入社し、退職の 70 歳まで石綿等を扱う

業務に従事とすると 110 歳時点の 2116 年ま

図 2 石綿等の健康診断結果 [2] 
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で、「石綿健康診断個人票」、「作業環境測定結

果」、「作業記録」の保存義務を負う。 

石綿障害予防規則では、現状の雇用形態や

近将来の退職年齢を考慮すると、実質 92 年に

なる可能性がある。これは極めて極端な例かもし

れないが、法令上、約 1 世紀に渡る報告書や記

録類の保存義務を課せられている。 

2.3. 電磁的記録に関する厚生労働省令 [4] 

平成 16年（2004 年）に施行された「民間事

業者等が行う書面の保存等における情報通信

の技術の利用に関する法律（平成 16年法律第

149号）」（以降、ｅ-文書法とする）に基づき、平

成 17 年（2005 年）に厚生労働省令第 44 号

が出されている。この省令は、「厚生労働省の所

管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用

に関する省令」であり、労働安全衛生法などが

要求する報告書や記録類の電磁的記録は本省

令に基づくと考えられる。 

2.4. 電磁的記録に関する厚生労働省労働基

準局の通達 [5] 

前述の e-文書法を受け、平成 17 年（2005

表 1 作業環境測定の頻度と記録の保存期間 [11] 
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年）3 月 31 日付で厚生労働省労働基準局長

から基発第 0331014 号「厚生労働省の所管

する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書

面の保存等における情報通信の技術の利用に

関する省令について」が通達で出されている。  

この通達では電磁的記録の可能な書面の種

類等が規定された。本通達の要旨は、法令上書

面保存が義務付けされた紙媒体の書面を、コン

ピュータを利用した電磁的記録による保存に替

えることができる。対象とする電磁的記録は、コン

ピュータで作成したファイルまたはスキャナ（画像

読取り装置）で読み取ってできた画像ファイルで

ある。他に通達で要求している概要には以下が

ある。 

①電磁的記録で保存する場合に必要に応じ

て保存されているファイルをコンピュータに

接続された他の機器に書面として表示で

きること。 

②労働基準監督署の臨検等では保存文書

の閲覧、提出等が必要な場合に直ちに必

要事項が明らかになり、写しを提出しうる

こと。 

③電磁的記録が故意または過失により消去、

書き換え、混同ができないこと。 

④保存義務のある情報と保存義務のない情

報の両方を扱う際にそれぞれを明確に区

別する機能を有すこと。 

⑤保存義務のある情報を正確に記録できる

こと。 

⑥法令の定める期間損なわれることがない

こと。 

⑦電磁的記録装置で圧縮して保管するシス

テムでは圧縮したファイルを正確に復元で

きること。 

⑧紙媒体の書面作成において記載すべき事

項とされている署名に代わり、電子署名で

氏名または名称を行なうことが望ましい。 

要求①、②は電磁的記録されている情報を速

やかに表示でき、必要に応じプリンタ等で写しを

印刷出力できることである。 

要求③は、電磁的記録の原本性の証明でタイ

ムスタンプの付与の対応になろう。タイムスタンプ

とは、あるデータが生成された時刻を正確に記

録する技術のことで、不正改ざん防止や証明書

の発行、時間の証明など、様々な分野で活用さ

れている。このタイムスタンプとは時刻認証業務

認 定 事 業 者 （ TSA ： Time-Stamping 

Authority）から時刻情報を取得し、それを電磁

的記録データに付加することで実現される。具体

的には、TSAが保有する公開鍵証明書を用いて、

データに署名を行い、その署名とともに時刻情報

をデータに付加することで、後からデータが改ざ

んされていないことを証明できる。 

要求④は、保存義務の有無は、システム上で

明確に区別できるように設計する必要がある。 

要求⑤は、コンピュータシステムとしては当然

のことながらスキャナの読取り時などの解像度

設定などをシステム設計や運用で明確にする。 

要求⑥は、コンピュータシステムの故障リスク

なども想定して、記憶装置の冗長性やバックアッ

プなどもシステム設計に織り込む。 

要求⑦は、圧縮記録しても必要な情報を損な

うことなく復元できることを求めている。スキャナ

で読み取った画像は、生成するファイル容量の抑

制で不可逆圧縮を行なうことが多いが、その圧

縮度合いも人の目で読むときに支障がないよう

な圧縮設定の運用ルールを定める必要がある。 

要求⑧は、電磁的記録のファイルに責任者や

作成者の電子署名を付与することで対応できる。 

基発第 0331014 号の通達を根拠にした電

磁的記録のシステム設計は、2024 年時点で特

に難しい技術的要求はなく、グローバルに利用さ

れている Adobe社の PDF ファイルを利用し、当

社ファイルサーバ系を活用すれば法的要求を満

足することは十分可能と考えられる。 
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ただし本通達ではスキャナを利用する際の解

像度などの具体的な指示はされていない。この

設定次第でファイルの記憶容量が大きく変動す

る。労働安全衛生ではないが、スキャナ読取りに

よる電磁的記録に言及している平成 10 年大蔵

省令第 43 号「電子計算機を使用して作成する

国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則」を次に詳述する。 

2.5. 国税関係帳簿書類の保存に関する施行

規則 [6] [7] 

電子計算機を使用した国税関係帳簿書類の

保存方法は特例として扱われ、「電子計算機を

使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方

法等の特例に関する法律施行規則」で具体的な

施行規則が定められている。第 2 条の 2 に「当

該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に

整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出

力することができるようにしておく」は、基発第

0331014 号「厚生労働省の所管する法令の規

定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する省令につ

いて」と変わらない。 

それを受け、第 2 条の 6の 1 の２のイでスキャ

ナ読取り他の要求が決められている。その要件を

表 2 に示す。 

 

2.6. 個人情報保護法 

平成 29年（2017 年）5月 30 日施行の「改

正個人情報保護法」では個人情報の定義明確

化がなされ、「要配慮個人情報」が新設されて、

すべての健康情報は要配慮個人情報に該当す

るとされた。会社で取り扱う要配慮個人情報は以

下のとおりと考えられる。 

2.6.1. 会社が保持するもの [8] 

① 労働安全衛生法に基づき取り扱われる健

康情報：定期検診や特殊健診の結果、長

時間労働の面接指導からの健康情報など 

② ストレスチェック制度に基づき取り扱われる

個人情報 

③ 休業や復職の際の診断書、法定項目以外

の健診結果、保健師同や健康相談の内容

など 

④ 身体障害や知的障害、精神障害に関する

情報 

2.6.2. 従業員が所持する情報 [8] 
① 高齢者の医療の確保に関する法律にもと

づき取り扱われる健康情報：特定健診結

果、特定保健指導の内容 

② 人間ドックやがん検診の結果、保健指導の

内容 

③ レセプトなどに記載された病歴、診断、調

剤の記録 

④ 身体障害や知的障害、精神障害に関する

情報 

2.6.3. 要配慮個人情報取得時の本人同意要

否 [8] 

改正個人情報保護法の第 17 条 2 項で同意

の除外があり、労働安全衛生法に基づく健康診

断結果は本人の同意を得なくても取得可能にな

っている。 

3. 電磁的記録の利用のメリット・デメリット 

記録や報告書の保存は、原則的には紙媒体

での保存とされるが、法律上の要請されている

一定の条件を満たせば電磁的記録による保存

が認められている。数十年に及ぶ非常に長期の

表-2  国税関係帳簿書類のスキャナ保存要件 
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報告書や記録の保存について、そのリスクと問題

点をここで整理する。 

3.1. 紙媒体の長期保存のリスクや問題点 

報告書や記録類に使う紙媒体は、現状ではプ

リンタ や複合機で 使 用 で き る PPC（Plain 

Paper Copier）用紙が主流である。PPC 用紙

は、化学パルプ配合率が 100%である。日本で

は木材片を化学的な処理によってパルプにした

もので使用する薬品によって、亜硫酸パルプ、硫

酸塩パルプなどに分類される。これらは酸性紙

に分類され、保存環境に大きく影響されるが寿

命は一般的に 50 年から 100 年程度で紙が著

しく劣化したり分解したりする。 [9] 

他にも紙の保存リスクは種々あり、漏水などに

よる水濡れ、虫食い、カビ、著しい変色、火災によ

る消失などがある。 

また事務用に常用されている PPC用紙は、厚

みは約90μmで、A4サイズ 1枚当たり、約 4g

とされる。仮に当社グループの特殊健康診断対

象者を 3,000 人とし、年間一人当たりの報告書

や記録を A4 の PPC 用紙で 10 枚程度とする

と年間総量で 30,000 枚となる。これの 30 年

間分は、900,000 枚になり、単純に積み重ねる

と厚み 81mに相当し、重量にして 3,600kg、体

積で 5.1㎥となる。 

石綿障害予防規則の要求のように取扱い始

めてからの健康診断結果や作業環境測定結果、

作業記録を全て残す場合を想定し、それらの

100 年間保存を仮定すると、保存すべき紙の報

告書や記録類の総量は、3,000,000 枚、重量

12,000kg、体積 17㎥と膨大な量になる。 

なおこれらは原本のみの保存であり、万一の

消失に備えて複製を 1 部準備するだけでも単純

に重量 24,000kg、体積 34㎥となる。 

したがって今後のことを考えると紙媒体ではな

く保存すべき情報を高密度に記録できる電磁的

記録の採用が不可欠である。 

3.2. 電磁的記録のリスクや問題点 

電磁的記録は、データを電磁波として記録・保

存する方法である。現在の高容量記憶の主流は

ハードディスクやテープドライブなどが該当する。

電磁的記録のメリットは、大量のデータを長期間

保存可能で、データの読み書き速度が速いこと

が挙げられる。一方、デメリットは、ハードディスク

は物理的な衝撃に弱いことや強い電磁波の影

響を受けやすいことがある。 

なお電磁的記録は、デジタル方式でデータを

ハンドリングするので容易かつ正確に複製を高

速に行なうことができる。この特性を活かし、遠

隔地に置いたバックアップサーバにデータを複

製して保存でき、それもインターネット経由でリア

ルタイムに実施できるので紙媒体では全て消失

してしまうような大規模な水害や火災に被災して

も全く同じデータを遠隔地のバックアップサーバ

に残るデータを使って完全復旧可能な点が最大

の強みである。 

一方、紙媒体に比べての弱みは、データの読

み出しにコンピュータとディスプレイまたはプリン

タを必要とし、データ保存のフォーマットが異なる

とデータを読み出せないことなどがある。 

ここで厚生労働省が提供する作業環境測定

結果報告書（証明書）様式を電子帳簿保存法

の要求するスキャナ保存仕様で PDF ファイル化

すると 1枚あたり、110KBのファイル容量になっ

た。これを元に 100 年間分の 3,000,000枚を

デジタルデータで保存すると 330,000MB

（330TB）に相当する。 

現在、高容量のデジタル記録に磁気テープ

（LTO：Linear Tape-Open）が使用されるが、

現行の LTO-9規格では 18TB（圧縮時 45TB）

を 1巻で記憶できるので、100 年分でも LTO-

9 の磁気テープを使用して 8 巻で済む。図３に

LTO-9 の磁気テープを示す。紙媒体での保存

時と比較し、約 1/18,000 と極めてコンパクトに

大量のデータを保存できる。 
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なお現在開発中の LTO-12 規格では、保存

容量 192TB（圧縮時 480TB）が予定されてお

り、民生用で使えるようになるのは、まだ数年先

のことながら、これが実用化されると 100 年分

であっても近将来の LTO-12 テープなら 1 巻

で済む。 [10] 

 

4. 廃業時の事業者の責務 [1] 

特定化学物質障害予防規則では、事業者が

廃業する際の手続きを第 53 条で規定している。

抜粋すると「特別管理物質を製造し、又は取り扱

う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別

管理物質等関係記録等報告書（様式第十一号）

に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票

又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督

署長に提出するものとする」となっており、①作業

環境測定結果の記録、②作業記録、③特定化学

物質健康診断個人票の原本または写しを所轄

の労働基準基準監督署長に提出する必要があ

る。 

紙媒体で提出すると仮に 30 年分として、UBE

グループ全体で900,000枚、重量3,600kgの

提出となる。一方、汎用のコンピュータで読める

標準的な PDF 化ファイルを磁気テープに記録し

て提出すると LTO-9 規格の磁気テープであれ

ば、非圧縮ファイルでも 6巻渡せば済む。 

5. 労働衛生関係の電磁的記録の法令要求の

まとめ 

5.1. 電磁的記録対象とする健康診断個人票 

[11] 

対象とする健康診断個人票を以下に示す。 

① 健康診断個人票(雇入時) [12] 

② 健康診断個人票(定期) 

③ 海外派遣労働者健康診断個人票(派遣

前・帰国後) 

④ 有機溶剤等健康診断個人票 

⑤ 鉛健康診断個人票 

⑥ 四アルキル鉛健康診断個人票 

⑦ 特定化学物質健康診断個人票 

⑧ 高気圧業務健康診断個人票 

⑨ 電離放射線健康診断個人票 

⑩ じん肺健康診断個人票 

⑪ 石綿健康診断個人票 

⑫ VDT健康診断個人票 

⑬ 腰痛健康診断問診票 

⑭ 腰痛健康診断個人票 

⑮ 騒音健康診断個人票 

⑯ 振動健康診断職歴調査 

⑰ 振動健康診断自覚症状調査票 

⑱ 振動健康診断個人票(第一次) 

⑲ 振動健康診断個人票(第二次) 

 

5.2. 電磁的記録対象とする作業環境測定結

果報告書 [13] 

対象とする環境測定結果報告書や結果記録

表を以下に示す。 

① 作業環境測定結果報告書（証明書） 

② 結果記録表：粉じん用（A様式） 

③ 結果記録表：特定化学物質、鉛、有機溶剤、

石綿用（B様式） 

④ 結果記録表：個人サンプリング法用（粉じ

ん用）（C様式） 

⑤ 結果記録表：個人サンプリング法用（特定

化学物質、鉛、有機溶剤用）（D様式） 

図 3 磁気メディア LTO9 テープ 
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5.3. 電磁的記録対象とする作業記録 

5.3.1. 法定作業記録 

特定化学物質で特別管理物質となったクロロ

ホルムほか４４物質に 1･3－ブタジエン、1･4-ジ

クロロ-2-ブテン、硫酸ジエチル、1･3-プロパン

スルトンの 4 物質を取扱う作業記録は法定で必

須である。 [12] 特定化学物質障害予防規則の

物質ごとの規制早見表を付表-1 に示す。 

労働安全衛生規則第 577 条の２第３項の規定

に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣

が定める対象物質を付表-2 に示す。がん原性

化学物質の作業記録も法定で必須である。 

微生物を用いる変異原性試験、哺乳類培養細

胞を用いる染色体異常試験等の結果から強度

の変異原性が認められた化学物質や変異原性

化学物質を含有するものを「変異原性が認めら

れた化学物質による健康障害を防止するための

指針」で指定された化学物質も本指針で作業記

録の 30 年間保存義務がある。 [14] 2024 年

3 月時点で強い変異原性が認められた化学物

質は、既存化学物質 244 物質あり、新規届出化

学物質が 1,102 物質ある。 [15] 

強い変異原性が認められた化学物質は物質数

が非常に多いので指定されている化学物質の詳

細は次のウェブサイトで確認されたい。 

①強い変異原性化学物質（既存）

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc04.

htm 

②強い変異原性化学物質（新規届出） 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc03.

htm 

5.3.2. 自主的管理作業記録 

法定作業記録の他に特殊健康診断の対象とす

る作業の記録は自主的管理で任意である。 

6. 基本コンセプトや基本システム設計 

労働衛生関係の書面保存は、原則紙媒体で

はあるが、平成 17 年（2005 年）に厚生労働省

令第 44 号「厚生労働省の所管する法令の規定

に基づく民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する省令」なら

びに基発第 0331014 号「厚生労働省の所管

する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書

面の保存等における情報通信の技術の利用に

関する省令について」が通達で電磁的記録の利

用は認められている。 

法令で認められ、法令要求に沿った電磁的記

録システムの具現化を進める上で基本コンセプ

トや基本システム設計が必要である。 

6.1. 電磁的記録システムの基本システム要求

まとめ 

ここまで調査した法令要求他を表 3 に示す。コ

ンピュータシステム設計時は、特に数十年に及ぶ

記録の保持や運用を考慮して全体のシステム設

計を進める必要がある。 

6.2. 紙媒体の報告書や記録類の扱い 

ここまでの調査で電磁的記録化は法令でも認

められていることを確認できたが、電磁的記録化

後の紙媒体の報告書や記録類の運用に関して

の規定は見当たらなかった。基発第 0331014

号「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく

民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する省令について」の

要求に「労働基準監督署の臨検等では保存文

書の閲覧、提出等が必要な場合に直ちに必要事

項が明らかになり、写しを提出しうること」とある

ことから電磁的記録化のシステムが完成した後

に労働基準監督署の担当者立会いの下で、ディ

スプレイ閲覧や印刷状態を実際に見せ、紙媒体

保存の要否を改めて相談する必要があろう。それ

で労働基準監督署の了解を得て電磁的記録化
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したものから紙媒体の逐次保存廃止が望ましい

と考えられる。 

7. 結言 

労働安全衛生に関する記録類の電磁的記録

の利用は認められていることを確認できた。しか

し、電磁的記録の実現方法については具体的な

ものはなく、法令要求に沿ったものを自主的に設

計する必要がある。 
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表 3 電磁的記録システムの基本システム要求まとめ 
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2024 年 3 月 29 日 

 

UBE 株式会社 

人事部 健康推進センター 

情 報 シ ス テ ム 部 ， D X 推 進 室 

技術開発部 デジタル技術グループ 

 

作業記録管理システム全体要件定義書 
 

1. 労働安全衛生 3 管理の定義と産業医の職

務 

労働安全衛生 3 管理とは以下の 3 つを指す。

産業医の総括管理は、健康管理、作業管理、作

業環境管理、労働衛生教育が、事業場で適切に

展開されるために必要な、労働衛生管理体制の

構築、労働衛生関係諸規程の整備、年間計画の

策定など、労働衛生管理の基盤整備に関わる職

務を行なう。併せて、経営者層、管理者層、一般

従業員などそれぞれの層が、労働衛生に関する

認識と知識、技能を整えることによって、事業場に

おける労働衛生管理の基礎を確立する。 

1.1. 健康管理の定義 

健康管理は、健康診断、面接指導、健康測定

等により労働者の健康状態を把握し、作業環境

や作業との関連を検討することにより、職場要因

による健康影響を最小限にとどめ、職業性疾病

の未然防止を図るとともに作業関連疾患の発病

や増悪を防止し、さらには生活習慣病の予防と管

理を目指すことが必要である。 

健康管理の具体的な進め方としては、健康診

断、面接指導、健康測定等の結果に基づき、作業

環境や作業方法などの改善を含む事後措置、保

健指導、健康教育などによる一次予防を含めた

対策を進めることが重要である。 

1.2. 作業管理の定義 

（保護具等の使用管理） 

・防じんマスク、防毒マスク、保護衣、保護手袋、耳

栓などの各種労働衛生保護具の選定、使用、

管理に関する助言や指導。 

・保護具の労働生理的負担（例えば、防毒マスク

の呼吸機能への負担）についての助言や指導。 

（作業関連疾患の作業管理） 

・呼吸器疾患、高血圧症、心疾患、脳血管疾患、

糖尿病、精神障害などの作業関連疾患の予防

のための作業による身体的過負荷、精神的過

負荷の解消に関する助言や指導。 

・作業による負荷の調査の実施または当該調査

に関する助言や指導。 

1.3. 作業環境管理の定義 

（化学的因子（化学物質・粉じん等）に関する情

報の管理） 

・事業場での化学物質の使用状況、ばく露濃度

等の管理状況の把握に関する職務。 

・ＭＳＤＳ（Material-Safety-Data-Sheet）等

により、事業場で使用する化学物質の有害性

情報の収集に関する職務。 

・ＭＳＤＳ等の有害性情報を事業場の実状に応じ

て活用するための助言・指導。 

・粉じんや線維状物質を含む成分等調査に関す

る職務。 

・新材料、新製品の導入時における有害性の把

握と対応に関する職務。 

2. システムの要件定義 

2.1. システムユーザ設定 

システムユーザを以下の通り設定す

る。 

2.1.1. 産業医や保健師などの労働安

全管理者 
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UBE株式会社ならびに UBE グループ会社の

従業員の労働安全衛生に関わり、化学物質取扱

従事者、騒音環境での作業従事者、電離放射線

作業従事者などの特殊健康診断の対象となる業

務従事者やその職制に指導、指示する立場の管

理者らを対象とする。 

2.1.2. 作業従事者やその職制 

UBE株式会社ならびに UBE グループ会社の

化学物質取扱従事者、騒音環境での作業従事

者、電離放射線作業従事者などの特殊健康診断

の対象となる自社の業務従事者や派遣など自社

の管理下で同業務を行なう協力会社の従業員ら

を対象とする。 

2.1.3. 化学物質管理者、保護具着用管理責任

者 

２．1.2 項の作業従事者や職制に労働安全衛

生向上の立場で労働安全衛生上の具体的な指

示を行なう責務を負う責任者らを対象とする。 

3. 労働安全衛生 3 管理強化対応システム全

体コンセプト 

3.1. 労働安全衛生 3 管理強化対応システム構

成 

労働安全衛生 3 管理システムは以下の構成で

構築する。各システムの位置づけを図 1 に示す。 

①健康管理システム 

②作業管理システム 

③作業環境管理システム 

システム全体の要件設定は以下の通りとする。 

①健康管理システムは、既存の当社システム

をそのまま継続利用とする。 

②作業管理システムは、これまでも使用してい

た工場向け作業管理システムを「労働安全

衛生法施行令の一部を改正する政令（令

和４年政令第51号）」や「労働安全衛生規

則等の一部を改正する省令（令和4年厚生

労働省令第 91 号）」の要求に準拠させ、さ

らに化学物質以外の騒音や電離放射線な

どの化学物質同様に作業管理が必要な作

業を追加で記録できるようにした『新作業

管理システム』を 2023 年度中に改修する。 

③作業環境管理システムは、これまで紙報告

書で扱ってきた環境測定結果報告書を電

子データ化してファイルサーバに移転する。 

図 1 作業記録管理システムの全体システム構成 
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入力オプションシステムは、作業記録項目増に

対応して日々の記録入力負荷を下げる目的で導

入する。対象者の人数が多かったり、巡回パトロ

ール等で化学物質のばく露環境に複数回晒され

たりする担当者などの作業記録の負荷低減で提

供する。なお入力オプションを必ずしも使う必要は

ないが、利用者の判断で選択できるものとする。 

UBE オリジナルの保護具選択アシストツール

は、法律の要求で求められている作業に適した

保護具の選定を数理モデルなどによる推定など

を使用して、保護具着用管理責任者や保護具利

用者に身体保護に適した保護具を選ぶ際の手

助けを行なうイントラサイトで構成する。現時点で

は、化学物質の保護具透過時間の推定や聴覚保

護具の減衰音圧自動計算を想定している。また

法律で強化される化学物質の皮膚感作性保護

の観点から皮膚を覆う（下着は除く）全ての身に

着けるものが保護具になりうる。それらの記録も

考慮すると保護具の範疇に含めるべきものが多

数に及ぶが新作業管理システムでは記録として、

それらも残すようにする。 

従事者の作業記録は、年間の各化学物質ばく

露時間の集計値を従事者個人の作業記録情報

として報告書に集計し、作業記録情報として長期

保存する。長期保存用に年間ばく露量他の総合

集計値は pdf/Aファイル形式の報告書形式で保

存し、廃業時は、特定化学物質障害予防規則の

第 53 条を遵守し、所轄の労働基準監督署に提

出できるようにする。 
 

4. 参考文献 
1)財団法人産業医学振興財団；産業医の職務・産業医活

動のためのガイドライン，（平成 19 年 7 月） 
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UBE 株式会社 
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入力オプションシステムの要件定義書 
 

1. システムユーザ設定 

システムユーザを以下の通り設定する。 

1.1. 作業従事者やその職制 

UBE 株式会社ならびに UBE グループ会社の化学物質取扱従事者、騒音環境での作業従事者、電

離放射線作業従事者などの特殊健康診断の対象となる自社の業務従事者や派遣など自社の管理下

で同業務を行なう協力会社の従業員らを対象とする。 

1.2. 化学物質管理者、保護具着用管理責任者（ユーザ要望優先度：中） 

1.2 項の作業従事者や職制に労働安全衛生向上の立場で労働安全衛生上の具体的な指示を行な

う責務を負う責任者らを対象とする。。 

1.3. 労働安全管理関係者（ユーザ要望優先度：低） 

UBE 株式会社、UBE グループ会社の工場等の労働安全管理全体を運営、維持管理する関係者らを

対象とする。 

2. 作業記録管理システムと入力オプションシステムの関係 

2.1. 作業記録システムの入力オプション設定 

作業記録管理システムは、単体でも直接入力可能だが、従事者の人数が多く日々の従事記録が多量

になる場合の希望者に入力オプションとして提供する。 

2.2. 入力オプションの作成年度ならびに予算措置 

入力オプションのシステム制作年度は、2023 年度内（2023 年 3 月末）とする。 

入力オプションのシステム制作費用は、UBE 株式会社ならびに UBE グループ会社（想定 16 社）の

共同利用を考慮し、UBE株式会社本部の情報システム部の小口総合運用予算から充当する。なおユー

ザが日々の作業記録入力に使用する業務用パーソナルコンピュータやタブレットなどの端末やコードリ

ーダなどは各利用ユーザの負担とする。 

2.3. 入力オプションの利用費用負担 

UBE 株式会社内の各部署には入力オプションのシステム利用料は請求しない。本部全額一括負担と

する。 

UBE グループ会社には作業記録システムの利用料に入力オプションを利用する場合のみ、入力オプ

ション利用料を加算して当該年度の半期または通期で情報システム部から請求する。入力オプションの

利用料算定は、入力オプションのシステム利用料として、年間のシステム償却費、年間サーバ利用料、シ
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ステム保守担当者の入力オプションシステムに要した年間労務費の合計をシステム総利用人数で按分

とする。 

3. 入力オプションの基本設計コンセプト 

3.1. 入力オプション設定の目的や狙い 

① 化学物質取扱従事者、騒音環境での作業従事者、電離放射線作業従事者などが従事する定型作

業の従事記録を迅速、容易、正確に入力でき、法定の従事記録作業の日々の負担を極めて小さく

する。 

② 現状の作業記録システムの運用で散見される従事記録を部署の管理者や入力担当者に一任して

入力作業させることを廃止する。（※法律上は記録者に指定はないが、自身の健康に関わる情報

記録は自己責任で記録とし、代理入力者による過小記録等の改ざん予防を意図する。） 

③ 市販品の汎用的な QRコードリーダや RFID タグリーダを USB プラグインや Bluetooth接続で

使える標準的なプロトコルで接続し、作業記録管理システムのアドオンツールとして利用する。 

④ QRコードリーダや RFID タグリーダは、導入コスト、性能、耐久性、信頼性を考慮し、作業記録管理

システムの動作保証できたものを推奨品として入力オプション利用者に提示する。 

⑤ RFID タグリーダは、設置時に電波法の申請手続き不要の電波出力を抑えた特定小電力タイプか

ら選定する。 

3.1.1. 入力オプションシステムの位置づけ 

作業記録管理システムと入力オプションシステムは、I/Oで連携させるが、作業記録管理システムの標

準ユーザインターフェースにはしない。 

入力オプションシステムは、作業記録管理システムとは分けて個別に設計し、ユーザのオプション選択

次第でアドオンして使える構成とする。（図 1参照） 

 

図 1 新作業記録システムと入力オプションの構成（案） 

入力オプションシステム 

機器はユーザ準備 
ユーザ準備 
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3.1.2. 入力オプション①：バーコードや QRコード利用 

入力を正確かつ省力化する汎用的な方法にバーコードや OR コードを利用する。無線接続の

Bluetooth リーダ等が安価で入手しやすく、扱いやすい反面、コードを一つ一つ読まないといけない。少

人数の同時利用に適する。 

3.1.3. 入力オプション②：RFID タグ 

複数の同時入力を正確かつ省力化する汎用的な方法に RFID タグを利用する。無線接続の

Bluetooth リーダや USB 接続のデスクトップ型デッキタイプなどがある。RFID タグの使い方として、タ

グにデータ群を書き込んでおく方法やタグの固有 ID とデータ群のマスタをリンクさせてデータ参照させ

る方法がある。RFID タグの利点は、電波を遮蔽したりするものがなければ、複数のタグをほぼ同時に一

括読取りできる点がある。 

なお通信可能な距離が 1 メートル程度に制限されるが、本システムコンセプトはカード等に貼付した

複数の RFID タグを束ねた状態での一括読取りを主目的にしている。機器設置の容易さや取扱いに特

殊無線技士の資格者を要しない電波出力が 250mW以下の特定小電力タイプを採用する。 

 

以上 

akiraogami
                                                                                                                                              



 Confidential  

1 UBE株式会社 

 

2023年 3月 29日 

 

UBE株式会社 
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入力省力化システムの概要と操作マニュアル 

1. 入力省力化システム概要 

2023年度に構築した入力省力化システムの概要を以下に示す。 

1.1. 入力省力化システムの位置付け 

2023 年度構築した入力省力化システムの社内呼称は「作業記録管理システム（工場用）2023 入

力オプション」としている。 

図 1 に労働安全衛生管理システム全体からみた入力省力化システム（図 1 中の赤枠）の位置付け

を示す。作業記録管理システムのアドオンシステムになる。 

 

 

1.2. 入力省力化システムの使用ソフトウェア 

入力省力化システムは、UBE株式会社が契約するMicrosoft社Microsoft 365 E3 ライセンスで

動作する Power Apps for Microsoft 365で構築した。 

2. 構築した入力省力化システムの操作マニュアル 

2023年度構築した入力省力化システムの操作マニュアルを次頁以降に添付する。 

納品物④ 
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令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業生態科学研究所・教授                   

    （氏名・フリガナ）  大神 明・オオガミ アキラ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

    諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業医実務研修センター・産業衛生教授                   

    （氏名・フリガナ）  宮本 俊明・ミヤモト トシアキ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

    諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため                      
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業生態科学研究所・教授                   

    （氏名・フリガナ）  上野 晋・ウエノ ススム                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

   諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため             
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業医実務研修センター・教授                   

    （氏名・フリガナ）  川波 祥子・カワナミ ショウコ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

   諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため             
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学部・非常勤助教                   

    （氏名・フリガナ）  塩田 直樹・シオタ ナオキ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

   諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため                  
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業生態科学研究所・助教                   

    （氏名・フリガナ）  安藤 肇・アンドウ ハジメ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

   諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和6年3月15日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   上田 陽一       
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金                            

２．研究課題名  特殊健康診断等のデータ入力標準化およびデータ利活用ツール開発のための研究    

３．研究者名  （所属部署・職名）  産業生態科学研究所・非常勤講師                

    （氏名・フリガナ）  山本 誠・ヤマモト マコト                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ □  ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

   諸般の事情により調査研究開始が遅滞したため                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：当研究機関の COI委員会にて審査済み） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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厚生労働科学研究費補助金(22JA1003) 

令和 5 年度 総括研究報告書 

 

特殊健康診断等のデータ入力標準化および 

データ利活用ツール開発のための研究 

 

研究責任者 大神 明  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

  

研究要旨 

本研究の研究目的は、国内事業場における特殊健康診断の活用実態、特に情報入力および

蓄積、保存の実態を調査し、中小企業にも提供可能な特殊健康診断統合パーソナルヘルスレ

コード(PHR)あるいはツールを開発し、より実効的な産業保健サービスの定着と産業保健

活動の充実を図ることである。令和 5 年度は、昨年度の論点を踏まえてⅠ.特殊健康診断に

おけるデジタル媒体を想定した標準問診票案の作成と実証実験計画の立案を行った。 

 

 

研究分担者  

宮本 俊明 産業医科大学・産業医実務研修センター・ 

産業衛生教授 

上野 晋  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

川波 祥子 産業医科大学・産業医実務研修センター・ 

教授 

塩田 直樹 産業医科大学・医学部・非常勤助教 

安藤 肇  産業医科大学・産業生態科学研究所・ 

助教 

山本 誠  産業医科大学・産業生態科学研究所・ 

非常勤講師  

 

 

Ⅰ .特殊健康診断におけるデジタル媒体を想定

した標準問診票案の作成と実証実験計画の立案 

個人健康記録(personal health record: PHR)の正

確な定義は明確ではないが、一般的には個人の健

康診断結果や服薬歴などを電子的に記録し、本人

や家族が正確に追跡できるようにしたものと定義

されている。産業保健分野では、個人の PHR デ

ータを取得する機会が多く、労働者の PHR の情

報量は膨大である。産業保健の分野では、健康診

断の情報だけでなく、職場環境の記録、作業記録

なども個人の健康情報として総合的に統合し、蓄

積していく必要がある。 

自覚症状については、労働安全衛生規則第 44 条

の定期健康診断の「自覚症状及び他覚症状の有無

の検査」については、昭和 47 年 9 月 18 日付け基

発第 601 号の 1 において、「「自覚症状」に関する

ものについては、最近において受診者本人が自覚

する事項を中心に聴取する事とし、この際、本人

の業務に関連が強いと医学的に想定されているも
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のを併せて行うものとする」とされており、また

他覚症状に関するものについては、受診者本人の

訴え及び問視診に基づき以上の疑いがある事項を

中心として医師の判断により検査項目を選定して

行うこと。なお、この際、本人の業務に関連が強い

と判断した事項を併せて行うものとする。」として

いる。 

自覚症状が顕著であれば、健康診断を受診する

前に市井の診療所あるいは病院を受診するものと

思われる。特殊健康診断のみならず、産業保健に

おける健康診断の自覚症状情報収集は、現在進行

しつつあるかもしれない生体影響をサーベイする

ことが主眼となる。ゆえに、ともすれば些細な自

覚症状を過剰に取り上げる傾向があることは否め

ない。特殊健康診断の目的は、作業及び作業環境

と特殊健康診断結果との関連を検討することで、

作業による健康障害を未然に防ぐことである。こ

の「作業及び作業環境と特殊健康診断結果との関

連を検討」という点で、検討する主体は産業医を

含む産業保健スタッフであり、評価を行うのは医

師及び産業医であることが規定されている。従っ

て、特殊健診の判定を行う医師及び産業医のもと

には、単なる採血や検査結果などの健診結果のみ

ならず、個人の業務歴や事業場側から就業情報、

作業環境測定結果などの情報が寄せられて初めて

適切な評価がなされるものと思われる。 

  

 Ａ．研究目的 

特殊健康診断の一次健診において得られる受診

者の種々の個人受診情報から、二次健診の必要性

の是非を判断するためのツールを作成するために、

問診票の標準化は必要と考えられる。 

ここで言及した一次健診において得られる受診

者の種々の個人受診情報とは、特殊健康診断で実

施すべき項目として挙げられている、①業務の経

歴の調査、②作業条件の簡易な調査、③既往歴、自

覚症状・他覚症状の調査、④バイオロジカルモニ

タリング結果等を含んでいる。このうち①〜③は

必須項目として設定されている。この他に特殊健

診受診者の関わる作業環境測定結果の情報も、受

診者の健診情報に加えるべきものと思われる。バ

イオロジカルモニタリングは対象物質により基準

値や判定基準も異なるが、①〜③までの項目の情

報の入力手順については整理でき、標準化は可能

であると考えられる。また、特殊健康診断の範疇

にある、特別管理物質の健診記録の保存期間は 30

年間、また石綿等の健康診断結果については 40 年

間保存と、長期間の記録保存が義務づけられてい

る。このため、記録すべき情報を、紙媒体を含む保

存可能な媒体にて保存しなければならないが、少

なくとも自覚症状あるいは他覚所見に関しては、

データとして標準化が可能と思われた。 

 

B．研究方法 

図 1 に特殊健診問診票に特殊健診における標準

個人記録票（ＰＨＲ）と標準問診票の概念図を示

す。 

昨年度は、法定の特殊健康診断の法令に記載さ

れている一次健康診断項目のうち、自覚症状及び

他覚症状に言及されている項目を調査し、整理す

ると共に各項目のコード割り付けを考案した。 

今年度は、そのコードを基本として自覚症状及

び他覚所見について標準問診票（項目）案を作成

し、問診票として「自覚症状」と「他覚所見」を

（デジタル媒体で）記録することを念頭に置き、

併せてそれらから得られる情報をいかに記録保存

するか実証実験のプロトコールを策定した。 

図 2 に特殊健康診断問診票の作成・記録・保存・

利用の流れ（実証実験の概念図）を示す。 

実証実験のプロトコールについては、対象事業

場は分担研究者の関連する各事業場及び健診機関

を想定している。問診票はアプリケーション又は

ウエブフォームの形で実証実験の参加申込みのあ

った事業場あるいは健診機関に提供される。 

第一に、事業場が健診機関に特殊健診を委託実

施するプロセスがある。研究班の研究者及び研究
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協力者により対象事業場の産業保健スタッフと参

加対象者（特殊健診対象者）に予め実証実験の趣

意説明を行い、説明文書と健診情報提供に関する

同意書を配布する。 

次に実証実験の趣旨に賛同し、健診の個人情報

取扱に関して同意した方を対象に、特殊健診実施

時に、本研究で考案された標準問診票（案）を健診

対象者が問診票に記入する。自覚症状問診票はこ

の段階で使用し、アプリケーションやウエブ画面

などデジタル媒体にて記録することを想定してい

る。 

次に、健診実施時に医師が他覚所見を診察した

際に、得られた所見を自覚症状問診票と同様にデ

ジタル媒体にて記入する。 

次に、事業場・健診機関に標準コードにて記録

保存していただくが、標準コードは CSV 等の形式、

書式媒体はフォーマット PDF にて形式保存する

ことを想定している。得られた結果は研究班にて

解析と集計を行う。比較対照として、従来の問診

形式と問診票を用いて特殊健康診断を行う事業場

にも参加を依頼し、個人情報取扱に関する同意書

を得た後に同様に問診情報を取得し解析を行う。 

この問診票で記録された情報（データ）の閲覧

は産業医・産業保健スタッフは全て閲覧かとする

が、結果開示は健診対象者に対してそれぞれの健

診機関又は事業場の開示形式にて行うことを想定

している。 

 

C. Ｄ．結果および考察 

自覚・他覚症状については、各特殊健診により

自他覚症状として問診すべき項目が挙げられてお

り、昨年の報告書に記載されたところにでは、項

目数はその他を含めると 83 項目であった。自覚症

状に関する問診票案では、この 83 項目を基本とし

て、14 のレイヤーを作成した。特殊健診受診者は、

アプリケーション上で 14 のレイヤーの質問に答

える形を取っており、自覚症状に該当するものが

あればそれをチェックすることにより、自覚症状

をコードととして格納する仕様となっている。 

レイヤーは①全身一般（4 項目）②メンタル系（4

項目）③神経系（12 項目）④筋骨格系（7 項目）

⑤眼科系（8 項目）⑥耳鼻咽喉科系 12 項目）⑦呼

吸器系（5 項目）⑧循環器系（3 項目）⑨消化器系

（9 項目）⑩血液系（2 項目）⑪皮膚科系（8 項目）

⑫泌尿器系（5 項目）⑬口腔歯科系（3 項目）⑭そ

の他の症状、より成っている。 

他覚所見は、医師が診察した際に所見があれば

記録する体裁を取り、こちらの問診票案は、①神

経系（8 項目）②筋骨格系（5 項目）③眼科系（5

項目）④耳鼻咽喉科系（11 項目）⑤呼吸器系（5 項

目）⑥循環器系（3 項目）⑦皮膚科系（7 項目）⑧

口腔歯科系（3 項目）の 8 つのレイヤーで構成さ

れている。 

産業保健における PHR の構築において、特に

留意しなければいけない点は、PHR には事業場に

おける作業条件の情報を記録する必要があるが、

それらの情報の多くは、使用している化学物質、

設備等の変更や新設、当該化学物質等の作業者へ

のばく露状況、等の情報を含むことがあり、それ

らの情報はいずれも事業者が外部に知られたくな

い、コンフィデンシャルな情報ということであ

る。全ての情報を PHR に記載することは現実的

ではないと思われるが、一方で、特化物のように

作業者の健診記録を長期的に保存することを要求

されるような特殊健康診断では、過去に翻って業

務起因性を判断するのに資する情報については記

録を残すことが求められる。それゆえに、詳細な

個人曝露記録及び作業条件記録を PHR に記載し

て、本人に「情報を全て開示」するかどうかは別

として、事業場にしろ、健診を実施した健診機関

にせよ、何らかの形で「情報」として「記録」「保

存」しておくことは必要と思われる。 

今年度 4 月より施行された化学物質の自主管理、

およびリスクアセスメント対象物健康診断におい

ては、工学的対策、管理的対策、保護具の使用等の

化学物質曝露防止対策が適切に実施され、労働者
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の健康障害リスクが許容範囲を超えないようにす

ることが求められている。健診の流れとして、ま

ずリスクアセスメントを実施することになるが、

一般健診の機会を捉えて、業務歴の調査、自覚症

状の有無の検査において化学物質を取り扱う業務

による所見等の有無について留意することが肝要

である。 

安衛法に規定された問診においては、厚生労働

省の資料（これからの健康診断「一般健康診断ハ

ンドブック」労働省労働衛生課編）によれば、「自

覚症状および他覚症状の有無の検査について、雇

入時および定期健康診断の具体的な項目について

は、「当該労働者が就業を予定される業務に応じて

必要とする身体特性を把握するための感覚器、呼

吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査

が含まれ、 その検査項目の選定は当該労働者の性、

年齢、既往歴、問視診等を通じての所見などもあ

わせて医師の判断にゆだねられるものである。」と

の考え方が示されている。安衛法では問診票の項

目について業務に関連が強いと判断した事項を併

せて行うことが求められている。 

産業保健の場における問診を標準化・一般化す

ることによって、作業条件の記録と併用すること

により、化学物質の自主的管理やリスクアセスメ

ントに対する意識向上や具体的実用に繋がること

が期待される。 

 

Ｅ．結論 

本年度は、特殊健診における電子データによる

デジタルな個人健康記録（PHR）を策定するため

に、標準問診票の作成と実証実験のプロトコール

について検討を行った。 

 

Ｆ．研究発表 

 特記なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

（予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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図 1：特殊健診における標準個人記録票（ＰＨＲ）と標準問診票の概念図 
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図 2：特殊健康診断問診票の作成・記録・保存・利用の流れ（実証実験の概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場が健診機関に特殊健診を委託実施

健診実施時に健診対象者が問診票に記入

健診実施時に医師が他覚所見を記入

事業場・ 健診機関に標準コード にて記録保存、

フォーマッ ト PDFにて形式保存

閲覧： 産業医・ 産業保健スタッ フ

結果開示： 健診対象者

特殊健康診断問診票の作成・ 記録・ 保存・ 利用の流れ
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